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カーボンニュートラルアーバンデザイン規約 

（名称）  

 本会員規約は、一般社団法人渋谷未来デザイン（以下「当法人」という。）

が運営する、カーボンニュートラルアーバンデザイン（以下「本会」という。）

の会員制度について定めたものとする。 

（目的）  

 本会は、都市部等における脱炭素化を推進するため、スタートアップ企

業を含むあらゆる企業、行政ならびに市民等が連携して、脱炭素に関する最新

技術や制度の研究等を行うとともに、脱炭素に関連する新しい商品・サービス

の開発・販売を実装することを目指す。 

（会員） 

 本会は、本会の目的に賛同して、指定する⼿続に基づき⼊会を申し込ん

だ、当法人の賛助会員以上の会員をもって構成する。 

（会期） 

 本会の会期は、令和 5 年 11 月 9 日から令和６年３月 31 日までとする。 

 （事業）  

 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

 脱炭素技術や制度に関する内外研究に関すること 

 脱炭素に関連する新しい商品・サービスの開発・販売に関すること 

 自治体の環境政策に関する提案に関すること 

 会員企業等のネットワーキングに関すること 

 一般社団法人渋谷未来デザイン開催事業への参加に関する助言・相談事業 

 その他本会の目的を達成するために必要な事業  

（⼊会） 

 本会に⼊会しようとする者は、当法人に⼊会申込書（様式１）を提出し

なければならない。 

（退会） 

 本会を退会しようとする者は、当法人に書面をもってその旨を届け出な

ければならない。 

（秘密保持） 

 会員は、第２条の規定による本会の目的に反して、正当な理由なく、本
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会で知り得た情報を他に漏らしてはならない。 

（その他） 

 この規約で定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会員の意見を

尊重しながら、当団体が定める。 

 

附 則  

この規約は、令和５年 11 月 9 日から施行する。 
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様式１ 

 


